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　なお、一般的に、長期契約ほどお支払いいただく共済掛金は割安になります。契約更新漏れを防ぐ
ためにも、なるべく長い共済期間での契約をご検討ください。



















　自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するため、中立公正な立場で和解あっ旋および審査を行っ
ている公益財団法人です。全国11 ヶ所に設置されています。
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指定を受け

2020年 4月1日現在
お問合せ内容  電話番号

自動車事故による被害者等からのご相談（自賠責保険・共済に限る）

調停（紛争処理）申請前の各種お問合せ
0120  159  700



32 7021

239 3207

32 5671

558 3155

（2020年 4月1日現在）

213 7250



































東 京 事 業 本 部 03-5962-4300


